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次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
国
土
調
査
の
成
果
の
写
し
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
地
域
復
興
支
援
課
）　

　

一

 
訓

令

甲

〇
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
私
学
文
書
課
）　

　

二

〇
本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
市　
町　
村　
課
）　

　

二

〇
庁
議
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
）　

　

二

〇
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す

　

る
訓
令 

（
情
報
シ
ス
テ
ム
課
）　

　

二

 
告

示

〇
平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
改
正 

（
会　

計　

課
）　

　

二

 
規

則

　

国
土
調
査
の
成
果
の
写
し
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
五
十
二
号

　
　
　

国
土
調
査
の
成
果
の
写
し
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

国
土
調
査
の
成
果
の
写
し
の
閲
覧
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
百
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
宮
城
県
企
画
部
地
域
振
興
課
」
を
「
宮
城
県
震
災
復
興
・
企
画
部
地
域
復
興
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。　

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
一
号

　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
企
画
部
長
の
企
画
総
務
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
「
企
画
部
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
長
」
に
、

「
企
画
総
務
課
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
」
に
改
め
、
同
表
企
画
総
務
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
「
企
画
総
務

課
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
表
企
画
部
長
の
政
策
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
「
政
策
課
」

を
「
震
災
復
興
政
策
課
」
に
改
め
、
同
表
政
策
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
「
政
策
課
長
」
を
「
震
災
復
興
政
策
課
長
」

に
改
め
、
同
表
企
画
部
長
の
地
域
振
興
課
に
係
る
専
決
事
項
の
項
中
「
地
域
振
興
課
」
を
「
地
域
復
興
支
援
課
」
に
改

め
、
同
表
地
域
振
興
課
長
の
専
決
事
項
の
項
中
「
地
域
振
興
課
長
」
を
「
地
域
復
興
支
援
課
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
二
号

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
宮
城
県
防
災
会
議
の
項
か
ら
宮
城
県
国
民
保
護
協
議
会
の
項
ま
で
の
規
定
中
「
企
画
部
長
」
を
「
震
災
復
興
・

企
画
部
長
」
に
、「
企
画
部
次
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
次
長
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
交
通
安
全
対
策
会
議
の

項
中
「
企
画
部
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
長
」
に
、「
企
画
部
総
合
交
通
対
策
課
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部

総
合
交
通
対
策
課
長
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
の
項
中
「
企
画
部
総
合
交
通
対
策
課
長
」
を
「
震

災
復
興
・
企
画
部
総
合
交
通
対
策
課
長
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
地
方
港
湾
審
議
会
の
項
中
「
企
画
部
次
長
（
企
画
部

長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
次
長
（
震
災
復
興
・
企
画
部
長
」
に
改
め
る
。
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附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
三
号

　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

文
書
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
第
二
号�
中
「
企
親
第　
　
　
　

号　
　
　
　

企
画
部
」
を

「
復
企
親
第　
　
　

号　
　
　
　

震
災
復
興
・
企
画
部
」
に
、
同
号�
中

 

「
復
企
第　
　
　
　

号　
　
　
　

震
災
復
興
・
企
画
総
務
課　
　

「
企
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

企
画
総
務
課
」
を 

に
、

 

復
推
第　
　
　
　

号　
　
　
　

震
災
復
興
推
進
課　
　
　

」　

「
政
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

政
策
課
」
を
「
復
政
第　
　
　
　

号　
　
　
　

震
災
復
興
政
策
課
」
に
、

「
地
振
第　
　
　
　

号　
　
　
　

地
域
振
興
課
」
を
「
地
復
第　
　
　
　

号　
　
　
　

地
域
復
興
支
援
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
四
号

　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

本
人
確
認
情
報
の
管
理
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
六
条
第
三
項
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

五　

震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
政
策
課
長

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
五
号

　

庁
議
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

庁
議
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

庁
議
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
企
画
部
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
長
」
に
、「
企
画
部
企
画
総
務
課
長
」
を
「
震
災
復
興
・

企
画
部
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
長
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
企
画
部
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
長
」
に
改

め
る
。

　

第
六
条
及
び
第
七
条
中
「
企
画
部
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
長
」
に
改
め
る
。

　

第
八
条
中
「
企
画
部
企
画
総
務
課
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
震
災
復
興
・
企
画
総
務
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
六
号

　

行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
（
平
成
四
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
二
号
中
「
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長
」
に
改
め
る
。

　

第
十
条
第
一
項
中
「
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
中
「
企
画
部
長
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

　

平
成
十
二
年
宮
城
県
告
示
第
四
百
九
号
（
地
方
公
所
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
三
年
四

月
二
十
二
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
二
号
中
「
企
画
部
」
を
「
震
災
復
興
・
企
画
部
」
に
改
め
る
。
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